
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025/3/21(金) 

令和 7 年度 

三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金 

提案募集 

受付開始 

 

事前相談 ※必須 

2025/3/21(金)～2025/5/2(金) 

応募期間 

 2025/3/21(金)～2025/5/9(金) 

 

お問い合わせ 

三好市地方創生推進課 

Tel：0883-72-7607 

受付時間/平日 9:00～17:00（12:00～13:00 を除く） 

所在地/徳島県三好市池田町サラダ 1610 番地 1 



 

 

 関係人口の創出・拡大、地方への支援（貢献）及び人の流れづくり等の推進を目的に、

地域住民や地域団体、関係人口、その他多様なまちづくり主体による事業のスタートアッ

プを支援します。 

※関係人口とは、地域や地域の人々と多様にかかわる人々の事を指します。三好市以外が住所

地であっても、三好市で今回の事業にチャレンジを行う方は対象となります。 

 

★三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金 事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告会にて、事業についてお話いただきます。 

令和 8年 3月 31日までに、「実績報告書(様式第 10号)」「実績書(様式第 11号)」「事業内容

が分かるもの(請求書、領収書、契約書、写真等)」を提出してください。 

実績報告の審査後、補助金の額が確定し、補助金が交付されます。 

※補助金の概算払いを希望される場合は、概算払請求書により概算払いされ、事業完了後

に精算を行います。 

結果通知が届き次第、事業に着手する前に交付申請を行います。補助金の執行期間は、交

付決定日から令和 8年 3月 31日までとなります。 

25 分程度のプレゼンテーションを行っていただいた後、15 分程度の審査委員会によるヒアリ

ングがあります。 

公開審査により、補助対象事業候補が決定します。 

。 

コンテストに向けてプレゼンテーションの準備を行ってください。 

「応募申込書(様式 1 号)」「事業計画書(様式 2 号)」「事業内容が分かるもの(見積書、位置

図、写真等)」を応募期間内に提出してください。 

電話にて事前相談の予約をしてください。 

応募に必要な「応募申込書(様式第 1号)」「事業計画書(様式第 2号)」を持参してください。 

三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金とは？ 

 

 

① 事前相談  応募申込書等を持参  令和 7 年 3 月 21 日(金)～令和 7 年 5 月 2 日

(金) 

② 応募  必要な書類の提出  令和 7 年 3 月 21 日(金)～令和 7 年 5 月 9 日(金) 

③ 提案準備  プレゼンテーション準備 

④ コンテスト  令和 7 年 6 月下旬で日程調整中 

⑤ 補助金の執行  交付決定日～令和 8 年 3 月 31 日(火) 

⑥ 実績の報告  ～令和 8 年 3 月 31 日(火) 

⑦ 事業報告会 



1 募集部門 

  一般部門と 18歳以下部門を設置し、それぞれの部門で選考します。 

  ただし、応募の内容及び選考基準は全て同じとします。 

 

２ 対象となる者 

  個人又は団体が対象になります。 

  ※営利活動を目的とする団体も対象となります。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は応募できません。 

(1) 三好市暴力団等排除措置要綱(平成 23 年三好市告示第 19 号)に規定する排除措

置対象者 

  (2) (1)の他、市長が適当でないと認める者 

 

３ 対象となる事業 

関係人口の創出・拡大、地方への支援（貢献）及び人の流れづくり等の推進を目的とし

た事業で、市の行政目的達成に資する取り組みとして認められるもので、対象となる者に

とって新規の事業が対象になります。 

補助金の交付決定後に事業を開始し、令和 8 年 3 月 31 日までに実績報告ができる事

業を募集します。 

 ただし、次のいずれかに該当する事業は、交付対象となりません。 

  (1) 主たる効果が三好市外で生じる事業 

  (2) 専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業 

  (3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業 

  (4) 過去に三好市ふるさと創生事業補助金、三好市元気なまちづくり奨励金又は他の

補助金等の交付を受けた事業と内容が同一とみなされる事業 

  (5) 過去に三好市ふるさと創生事業補助金、三好市元気なまちづくり奨励金又は他の

補助金等の交付申請を行い、不交付の決定を受けた事業 

  (6) (1)～(5)のほか、市長が適当でないと認める事業 

   

４ 補助対象経費 

  対象事業の企画、事業実施に必要な経費 

  外部人材（専門家等）招へい経費、人材確保（育成等）経費、実証経費、広報・PR経

費、プロモーション経費、市場調査経費、謝礼等、その他市長が必要と認める経費 



  ※詳細については、ご相談ください。 

【注意】 

 ・事業を行うために、直接必要な経費のみが対象です。 

 ・経常的な管理運営費（賃借料・光熱水費・電話料金等）は、対象外です。 

 ・経常的な運営に係る会議や打ち合わせ、研修・練習、交流会等に係る経費は、対象外で

す。 

 ・事業に懇親会等が含まれる場合、懇親会等の経費は対象外です。 

・実績報告書提出の際は、必ず領収書を添付してください。銀行振り込みによる支払いの

場合は、事業者名での振り込み領収書が必要です。領収書等がない経費は、対象外と判

断する場合があります。 

・講師等謝礼や交通費を支払う際、相手方が銀行振り込みを希望する場合は、振込依頼書

が必要です。現金渡しの場合は、領収書を忘れず添付してください。その場合、領収者

の住所、氏名の明記及び押印をしてください。 

・やむを得ない理由で、申請時に計上していない支出の項目を新たに計上する必要がある

場合は、協議してください。 

 

５ 補助金の額及び補助率 

補助金の額 1 事業あたり50万円を上限とし、1,000 円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り捨てた額とする 

補助率 10分の 10 

 

６ 応募方法 

 【事前相談】 

   電話にて事前相談の予約をしてください。 

   応募用紙等に必要事項を記入したうえで、令和7年5月 2日(金)までに事前相談に

参加してください。事前相談の場所は、市役所本庁舎 2階地方創生推進課になります。 

   ※予約なしでお越しいただいた場合、相談を受け付け出来ない場合がございますの

でご承知おきください。 

【応募期間】 

   令和 7年 3月 21日(金)から令和7年 5月 9日(金)まで 

   ※祝日を除く平日の午前 9時から午後5時（午後 0時から午後1時を除く）まで 

 



【提出書類】 

   (1) 三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金プレゼンテーション・コンテ

スト応募申込書（様式第1号） 

   (2) 三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金事業計画書（様式第 2号） 

   (3) 事業内容が分かるもの（見積書、位置図、写真等） 

    ※委託料、備品購入費については、必ず見積書を添付してください。 

    ※任意の団体については、会則や会員名簿を添付してください。 

   (4) この他、追加資料の提出を求める場合があります。 

【応募申込書等の配布】 

   応募申込書等は、以下のいずれかの方法により入手できます。 

   ・地方創生推進課窓口 

   ・市のホームページからダウンロード 

【提出方法と提出先】 

   地方創生推進課に持参してください。 

 

７ 選考基準・方法 

 【選考基準】 

(1) 本事業についての理解と、地域の現状と課題の認識が適切であるか 

   (2) 効用を高めることを目的とした魅力的な提案であるか 

   (3) 現状を把握し、課題が整理され、実現可能な提案であるか 

   (4) 今後継続し、定着させていくことを目指す事業であるか 

   (5) プレゼンテーション及びヒアリング内容 

 【選考方法】 

審査委員会を設置し、一般公開によるプレゼンテーション・コンテストを行います。 

一般部門と 18歳以下部門を設置し、同じ選考基準で審査し、それぞれの部門で順位

付けを行います。 

なお、コンテストに参加できる個人又は団体は３事業者程度とします。 

※応募事業者が 3 事業者を超える場合は、上記選考基準(1)～(4)により書類審査を

行います。「地域経済の循環」や「市内の個人や団体との連携」が見込まれる事業内

容を優先して参加者を決定します。 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 交付申請 

  プレゼンテーション審査を実施し、その結果内容を通知します。事業が採択された場合

は、事業に着手する日までに、通知に付した意見を反映した三好市未来スタートアップチ

ャレンジ事業補助金交付申請書（様式第 4号）を提出してください。 

 

９ 交付決定 

申請書類を審査し、決定内容を通知します。交付決定の日付け以降で事業に着手してく

ださい。 

 

10 事業内容の変更（中止） 

補助金交付決定を受けた事業の内容について、変更（中止）が生じた場合には、市の承

認を受ける必要があります。その場合は、次の書類を提出してください。ただし、軽微な

変更は除きます。 

(1) 三好市未来スタートアップチャレンジ事業変更・中止申請書（様式第7号） 

(2) 三好市未来スタートアップチャレンジ事業変更計画書（様式第8号） 

  ※軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更です。 

   ①補助対象経費の変更で補助金額に変更を及ぼすとき。 

   ②各補助対象経費の 20パーセント以上の増減があるとき。 

   ③事業内容に重要な変更があるとき。 

 

★プレゼンテーションについて 

①事業計画書等の内容についてプレゼンテーション（手持ち資料又はマイクロ

ソフト社パワーポイントを用いて）を 25 分以内で行い、その後審査委員会に

よるヒアリングを 15 分程度行います。 

②プレゼンテーションに用いる資料は、提出した事業計画書等の内容に即して

作成してください。 

③プレゼンテーションに参加できる者は 3 名以内とします。 

④プレゼンテーション等の詳細（日時・会場等）については、コンテスト参加

者決定後、該当者に速やかに連絡します。 

 ※コンテストは令和 7年 6月頃を予定しています。 



11 実績報告 

事業が完了した日から起算して 1 か月を経過した日、または令和 8 年３月 31 日のい

ずれか早い期日までに、事業実績報告書を市に提出してください。 

(1) 三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金実績報告書（様式第10号） 

(2) 三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金実績書（様式第 11号） 

(3) 事業内容が分かるもの（請求書、領収書、契約書、写真等） 

(4) この他、関係資料の提出を求める場合があります。 

 

12 補助金の支払い 

  補助対象者からの三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金請求書（様式第 13

号）を受理してから 30日以内に支払います。 

  また、交付決定があった事業は、補助金の概算払いを受けることができます。概算払い

を希望する場合にも、三好市未来スタートアップチャレンジ事業補助金請求書（様式第

13号）を提出してください。 

 

13 補助金の精算及び返還 

  概算払いを受けた補助対象者は、補助金の額の確定があった後に残高が生じた場合は、

残金を全て市に返還してください。 

  また、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部

を取り消すことがあります。その場合において、既に補助金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずることがあります。 

  (1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき 

  (2) 実績報告書を提出しないとき 

  (3) 対象者及び対象事業の要件に該当しなくなったとき 

  (4) その他補助金交付決定の内容、交付決定に付した条件や「三好市未来スタートア

ップチャレンジ事業補助金交付要綱」の規定に違反したとき 

 

14 書類の保管 

  事業を実施した補助対象者は、事業に係る経費の収支を明らかにした関係書類を事業

が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して 5年間保管してください。 

 

 



15 その他 

  詳細については、地方創生推進課までお問い合わせください。 

 

16 お問い合わせ先 

  〒778-8501 

  三好市池田町サラダ1610 番地 1 

  三好市企画財政部地方創生推進課 

  TEL：0883-72-7607 

  MAIL：chihousouseisuisin@city.tokushima-miyoshi.lg.jp 

 


